
令和７年１２月１５日 

 

議会運営委員会の概要 

 

１ １２月定例会追加提出案件の概要について 

・総務部長から、資料「令和７年１２月定例会追加提出案件」等により説明があり、 

了承された。 

 

２ １２月定例会定例会日程の変更（案）について 

・議事調査課長から、資料「令和７年山形県議会１２月定例会追日程（変更案）」に 

より説明があり、了承された。 

 

３ 議事日程第４号について 

・議事調査課長から、資料「会議順序表」等により、１２月１５日の議事日程の説明が

あり、了承された。 

 

４ 山形県議会定数等検討委員会の検討結果報告書について 

 ・田澤議長から、山形県議会定数等検討委員会の舩山委員長及び阿部(ひ)副委員長より

検討結果報告書の提出があり、また、舩山委員長から１９日の本会議で委員長報告を

行いたい旨の申出があった旨報告があり、申出のとおり委員長報告を行うことが了承

された。 

 

５ その他 

（１）執行部からの報告事項 

①警察職員に対する懲戒処分について 

・警察本部長から、資料「警察職員に対する懲戒処分について」により説明があった。 

 

６ 次回議運開催日時 

 ・１２月１９日（金）午前１０時と決定された。 

 

７ 本日の開議時刻 

・議会運営委員会終了後、直ちにと決定された。 

 



議 会 運 営 委 員 会 協 議 事 項  

 

令和７年 12月 15日（月） 

午 前 10 時  

 

 

１ 12月定例会追加提出案件の概要について 

 

２ 12月定例会日程の変更（案）について 

 

３ 議事日程第４号について 

 

４ 山形県議会定数等検討委員会の検討結果報告書について 

 

５ その他 

 

６ 次回議運開催日時 

  12月 19日（金）午前 10時 

 

７ 本日の開議時刻 



（令和７年１２月１５日議会運営委員会資料） 

 

令和７年１２月定例会追加提出案件 

 

予 算 案 件       ４件 

○ 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号） 

補 正 総 額    ５９，７４３百万円 

補正後累計   ７４９，１３７百万円 

○ 令和７年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第３号） 

○ 令和７年度山形県電気事業会計補正予算（第３号） 

○ 令和７年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第２号） 

 



◎…物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当事業　　　◇…その他国庫補助事業　　　新…新規事業

 １　物価高騰の影響を受ける生活者・事業者への支援 7,260 百万円

　(1) 生活者 1,796 百万円

◎ 一般家庭等におけるＬＰガス料金の負担軽減への支援（2,000円×利用世帯） 579 百万円

◎ 低所得世帯への冬季の灯油購入費等の臨時的な支援 188 百万円

（現行制度１世帯当たり5,000円（県2,500円＋市町村2,500円）に、物価高騰への臨時的な支援として、2,500円（県10/10）を上乗せ）

◎ 市町村が取り組む地域経済活性化に資するプレミアム商品券等発行事業への支援（各市町村：1,000円×人口） 1,030 百万円

　(2) 事業者 5,464 百万円

　【学校施設】

◎ 私立高校等の物価高騰への支援（生徒数×2,100円） 21 百万円

新 ◎ 私立大学・短期大学の物価高騰への支援（学生数×3,000円） 9 百万円

　【医療機関・社会福祉施設】

◎ 医療機関の物価高騰への支援（病院、有床診療所、無床診療所・歯科診療所・助産所・保険薬局・施術所・歯科技工所） 366 百万円

（病院：16千円/床、病院（特別高圧）：25千円/床、有床診療所：各50千円＋13千円/床、無床診療所・歯科診療所・助産所・保険薬局・施術所・歯科技工所：各50千円）

◎ 社会福祉施設の物価高騰への支援（高齢者施設、障がい者施設、救護施設及び児童養護施設等） 661 百万円

・高齢者施設、障がい者施設、救護施設及び児童養護施設等の入所系（定員30人以上）：定員×14千円

・上記以外：施設類型に応じて定額（35～420千円）

新 ◇ 医療機関の賃上げ・物価上昇への支援（有床診療所、無床診療所・歯科診療所、保険薬局、訪問看護ステーション）※「病院」は国から直接支援 547 百万円

（有床診療所：85千円/床、無床診療所・歯科診療所：各320千円、保険薬局：120～230千円、訪問看護ステーション：228千円）

新 ◇ 介護職員等の処遇改善への支援（介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所） 2,271 百万円

（介護サービス事業所：60～114千円/人、障害福祉サービス事業所：60千円/人）※令和７年12月～令和８年５月の賃上げ相当額

新 ◇ 介護施設等の食料品購入費等への支援（入所系介護施設：定員×12千円） 226 百万円

　【中小企業等】

◎ 特別高圧で受電している中小企業等の電気料金高騰への支援（2.3円/kWh（R8.1～2月使用分）＋0.8円/kWh（R8.3月使用分）、上限9,000千円） 23 百万円

◎ 酒蔵が用いる原料米価格高騰への支援（R7における県産酒造好適米購入価格上昇分の1/2　※令和７年度６月補正措置分を除いた額） 178 百万円

新 ◎ 食品製造事業者が用いる県産加工用米価格高騰への支援（R7における県産加工用米価格上昇分の1/2） 170 百万円

新 ◎ 「2026年に行くべき世界の旅行先25選」選出を契機としたインバウンド拡大に向けた情報発信の強化 14 百万円

　【農林水産業】

◎ 施設園芸農業者の燃油価格高騰への支援（R7.10～R8.3月における燃油平均価格と基準価格（過去７年中５年平均価格）との差額の1/2） 93 百万円

◎ 物価高騰等の影響で更新が進まないスピードスプレーヤ導入への支援 121 百万円

◎ 畜産農家の飼料価格高騰への支援 714 百万円

（令和７年度第２四半期から第４四半期（R7.7～R8.3月）の配合飼料価格上昇分と配合飼料価格安定制度等の補てん金との差額の1/2（上限3,500円/ｔ）

◎ 漁業者の燃油価格高騰への支援（政府の漁業経営セーフティーネット補てん金のうちの漁業者積立金相当分（補助率10/10、R7.10～R8.3月発動分）） 3 百万円

◎ 漁業者の資材価格高騰への支援（漁業用資材（魚箱、氷、魚網等）の価格上昇分（補助率10/10、R7.10～R8.3月購入分）） 17 百万円

◎ 水産物大型冷蔵庫・製氷工場の電気料金高騰への支援（R7.10～R8.3月における電気代上昇分の1/2） 2 百万円

◎ 放流用種苗生産団体及び内水面養殖業者の飼料価格・電気料金高騰への支援（R7.10～R8.3月における飼料代・電気代上昇分の1/2） 5 百万円

◎ きのこ生産施設の光熱費上昇への支援（R7.10～R8.3月における光熱費上昇分の1/2） 20 百万円

令和７年度１２月補正予算案（追加提案分）の概要

補正額

県民・事業者に対する物価高騰対策、防災・減災、国土強靱化等の緊急対策
一般会計 令和７年度１２月補正（追加）予算額 ５９，７４３百万円（令和７年度１２月補正後累計予算額 ７４９，１３７百万円）

※事業の円滑な執行と発注・施工時期の平準化を図るため、繰越明許費を設定（５５，４１７百万円）

令和７年１２月１５日



補正額

 ２　防災・減災、国土強靱化の推進（公共事業）　 52,483 百万円

　(1) 土木公共事業 34,257 百万円

◇ 道路（橋りょう等の長寿命化対策、地域間の交流・連携強化のための道路改良、通学路の安全確保を図るための歩道整備等） 18,364 百万円

◇ 河川（最上川水系流域治水プロジェクト等に基づく河川整備、ダム管理設備の更新等） 10,875 百万円

◇ 砂防（土砂災害防止のための砂防えん堤や地すべり防止施設の整備等） 3,248 百万円

◇ 都市計画（道路交通環境・防災機能向上のための街路整備等） 856 百万円

◇ 港湾（港湾内の護岸・岸壁・臨港道路等の長寿命化対策や防波堤の整備等） 501 百万円

◇ 住宅（県営住宅の長寿命化対策） 415 百万円

　(2) 農林公共事業 18,194 百万円

◇ 耕地（生産効率の向上を図るための区画整理・用排水施設整備、防災減災対策の強化に資するため池整備等） 15,829 百万円

◇ 林務（木材安定供給のための林道整備、土砂流出に備えた治山工事等） 1,838 百万円

◇ 水産（漁港における防波堤の改良、航路の浚渫等） 527 百万円

　(3) 国直轄事業費負担金（農業水利） 31 百万円

59,743 百万円

※ 表示単位未満四捨五入のため、項目ごとの小計及び合計において一致しない場合がある。

　　　　 　合　計（財源：分担金・負担金 2,712百万円、国庫支出金 34,436百万円、県債 22,591百万円、地方交付税 4百万円）
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[議事日程第４号] 令和７年１２月１５日（月）

採決方法

１ 〇 議会運営委員会

（議事日程第４号、その他）

　 ＜　開　議　＞

２ 〇 諸般の報告

（追加議案等の送付）

３ 〇 予算特別委員会の報告について

 

４ 〇 議案上程

（議第１５０号から議第１９３号までの４４件）

〇 採決 簡　 易

　議第１９３号　山形県公害審査会委員の任命について

〇 常任委員会付託

（議第１５０号から議第１９２号までの４３件）

５ 〇 議案上程

（議第１９４号から議第１９７号までの４件）

〇 知事説明

〇 常任委員会付託

（議第１９４号から議第１９７号までの４件）

６ 〇 請願上程・常任委員会付託

＜　散　会　＞

７ ○ 本会議終了後の日程

時 刻 委 員 会 等 会 場

本 会 議 終 了 後 議 案 説 明 会 予算特別委員会室

議 案 説 明 会 終 了 後
各 常 任 委 員 会
に お け る 意 見 調 整

各 委 員 会 室

会　　議　　順　　序　　表

会　議　・　議　事　順　序



- 1 - 

議   事   日   程 （ 第 ４ 号 ） 

令和７年１２月１５日（月） 午前１０時開議 

 

 

第 １  

第 ２  

第 ３  

第 ４  

第 ５  

第 ６  

第 ７  

第 ８  

第 ９  

第 10  

第 11  

第 12  

第 13  

 

第 14  

第 15  

第 16  

第 17  

第 18  

 

第 19  

 

第 20  

 

第 21  

 

第 22  

第 23  

第 24  

 

第 25  

第 26  

第 27  

第 28  

第 29  

 

第 30  

 

第 31  

予算特別委員会の報告について 

議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号） 

議第151号 令和７年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 

議第152号 令和７年度山形県国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議第153号 令和７年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号） 

議第154号 令和７年度山形県土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

議第155号 令和７年度山形県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号） 

議第156号 令和７年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 

議第157号 令和７年度山形県電気事業会計補正予算（第２号） 

議第158号 令和７年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

議第159号 令和７年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第１号） 

議第160号 令和７年度山形県病院事業会計補正予算（第２号） 

議第161号 山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例の

設定について 

議第162号 山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

議第163号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議第164号 山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第165号 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

議第166号 山形県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第167号 山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

議第168号 山形県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

議第169号 山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

議第170号 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

議第171号 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議第172号 山形県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例等の一部を

改正する条例の設定について 

議第173号 都市計画街路事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第174号 下水道事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第175号 道路事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第176号 急傾斜地崩壊対策事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第177号 一般県道余目松山線道路施設長寿命化対策事業庄内橋桁製作架設工事請負契

約の一部変更について 

議第178号 主要地方道新庄次年子村山線道路施設長寿命化対策事業堀内橋桁製作架設工

事請負契約の一部変更について 

議第179号 ダム整備事業木地山ダム放流設備更新工事請負契約の一部変更について 
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第 32  

第 33  

第 34  

第 35  

第 36  

第 37  

第 38  

第 39  

第 40  

第 41  

第 42  

第 43  

 

第 44  

第 45  

第 46  

第 47  

第 48  

第 49  

第 50  

議第180号 山形県立上山高等養護学校校舎改築（建築）工事請負契約の締結について 

議第181号 交通事故に基づき生じた損害賠償の和解について 

議第182号 当せん金付証票の発売について 

議第183号 山形県総合文化芸術館（山形魅力発信モール）の指定管理者の指定について 

議第184号 山形県体育館及び山形県武道館の指定管理者の指定について 

議第185号 山形県遊学の森の指定管理者の指定について 

議第186号 最上川ふるさと総合公園の指定管理者の指定について 

議第187号 庄内空港緩衝緑地の指定管理者の指定について 

議第188号 マリンパーク鼠ヶ関の指定管理者の指定について 

議第189号 県民ゴルフ場の指定管理者の指定について 

議第190号 公立大学法人東北公益文科大学に係る重要な財産について 

議第191号 公立大学法人東北公益文科大学が達成すべき業務運営に関する目標を定める

ことについて 

議第192号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認について 

議第193号 山形県公害審査会委員の任命について 

議第194号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号） 

議第195号 令和７年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第３号） 

議第196号 令和７年度山形県電気事業会計補正予算（第３号） 

議第197号 令和７年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第２号） 

請願 
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常 任 委 員 会 付 託 表 

 
（令和７年１２月定例会） 

委員会名 件 名 
  

総  務 議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳入全部、歳出 第１款議会

費、第２款総務費ただし第２項の一部を除く、第４款衛生費第１項の

一部及び第２項の一部、第６款農林水産業費第１項の一部、第10款教

育費第１項の一部 

    ３ 第３条第３表 債務負担行為補正 １追加中 県職員等の旅費支給処

理に係る労働者派遣契約及び山形県物品電子調達システム改修業務委

託契約 

議第161号 山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する

条例の設定について 

議第162号 山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

議第163号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について中 

      第２条第１項第431号の５及び附則中施行期日の該当部分 

議第164号 山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第165号 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

議第182号 当せん金付証票の発売について 

議第190号 公立大学法人東北公益文科大学に係る重要な財産について 

議第191号 公立大学法人東北公益文科大学が達成すべき業務運営に関する目標を

定めることについて 

議第192号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認につ

いて 

議第194号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳入全部、歳出 第７款商工費

第２項の一部、第10款教育費 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第７款商工費第２項の一

部 

    ３ 第３条第３表 地方債補正   
文教公安 議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第９款警察費、第10款教

育費ただし第１項の一部、第６項及び第７項の一部を除く 

議第172号 山形県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例等の

一部を改正する条例の設定について 

議第180号 山形県立上山高等養護学校校舎改築（建築）工事請負契約の締結につ

いて   
厚生環境 議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第２款総務費第２項の一

部、第３款民生費、第４款衛生費ただし第１項の一部及び第２項の一

部を除く、第６款農林水産業費第４項の一部 

議第151号 令和７年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 
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議第152号 令和７年度山形県国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議第160号 令和７年度山形県病院事業会計補正予算（第２号） 

議第166号 山形県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第167号 山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

議第168号 山形県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

議第169号 山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議第194号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第３款民生費、第４款衛

生費 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第３款民生費   

農林水産 議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第６款農林水産業費ただ

し第１項の一部及び第４項の一部を除く、第10款教育費第６項、第11

款災害復旧費 

議第181号 交通事故に基づき生じた損害賠償の和解について 

議第185号 山形県遊学の森の指定管理者の指定について 

議第194号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第６款農林水産業費 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第６款農林水産業費   
商工労働

観  光 

議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第２款総務費第２項の一

部、第５款労働費、第７款商工費、第10款教育費第１項の一部及び第

７項の一部 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第５款労働費 

議第153号 令和７年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第

１号） 

議第154号 令和７年度山形県土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

議第183号 山形県総合文化芸術館（山形魅力発信モール）の指定管理者の指定に

ついて 

議第184号 山形県体育館及び山形県武道館の指定管理者の指定について 

議第194号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第７款商工費ただし第２

項の一部を除く 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第７款商工費ただし第２

項の一部を除く   
建  設 議第150号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第８款土木費 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第８款土木費 ２変更 

    ３ 第３条第３表 債務負担行為補正 １追加中 県営住宅管理システム

再構築業務委託契約から空港整備事業まで 

議第155号 令和７年度山形県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号） 

議第156号 令和７年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 
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議第157号 令和７年度山形県電気事業会計補正予算（第２号） 

議第158号 令和７年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

議第159号 令和７年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第１号） 

議第163号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について中 

      第２条第１項第384号の２、第384号の２の２及び附則中施行期日の該

当部分 

議第170号 山形県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

議第171号 山形県県営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議第173号 都市計画街路事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第174号 下水道事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第175号 道路事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第176号 急傾斜地崩壊対策事業（単独）に要する費用の一部負担について 

議第177号 一般県道余目松山線道路施設長寿命化対策事業庄内橋桁製作架設工事

請負契約の一部変更について 

議第178号 主要地方道新庄次年子村山線道路施設長寿命化対策事業堀内橋桁製作

架設工事請負契約の一部変更について 

議第179号 ダム整備事業木地山ダム放流設備更新工事請負契約の一部変更につい

て 

議第186号 最上川ふるさと総合公園の指定管理者の指定について 

議第187号 庄内空港緩衝緑地の指定管理者の指定について 

議第188号 マリンパーク鼠ヶ関の指定管理者の指定について 

議第189号 県民ゴルフ場の指定管理者の指定について 

議第194号 令和７年度山形県一般会計補正予算（第６号）中 

    １ 第１条第１表 歳入歳出予算補正中 歳出 第８款土木費 

    ２ 第２条第２表 繰越明許費補正 １追加中 第８款土木費 ２変更 

議第195号 令和７年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第３号） 

議第196号 令和７年度山形県電気事業会計補正予算（第３号） 

議第197号 令和７年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第２号）   
 



 

請 願 上 程 一 覧 表 
 

令和７年 12月定例会 

区 

分 

番 

号 

受 理 

年月日 

関  係 

委員会 
件       名 提   出   者 紹 介 議 員 

審査 

結果 
措置 

請 

願 
32 7.12.1 総 務 

飛島の特定有人国境離島地域への追

加指定を求める意見書の提出につい

て 

酒田市飛島字中村甲283番地 

酒田市飛島コミュニティ振興会 

会長 本間 俊明 

石塚、佐藤（正）、 

相田（光）、遠藤（和）、 

柴田、小松、伊藤（重）、

森田 

  

〃 33 7.12.2 
厚 生 

環 境 

国に対し「ＯＴＣ類似薬の保険適用

除外を行わないことを求める意見

書」の提出を求める請願 

山形市松山三丁目14番60号 

新日本婦人の会山形県本部 

会長 奥山 一恵 

石川（渉）、関   

〃 34 7.12.2 
厚 生 

環 境 

「ひきこもり支援基本法の制定を求

める意見書について」の請願 

山形市旅籠町１－９－19 

かたばみの会 

代表 田中 美枝子 

松井、伊藤（香）、柴田、

小松、吉村、木村、奥山、

伊藤（重）、森田 

  

〃 35 7.12.2 
厚 生 

環 境 

山形県におけるひきこもり支援の制

度拡充及び充実を求める請願 

山形市旅籠町１－９－19 

かたばみの会 

代表 田中 美枝子 

松井、伊藤（香）、柴田、

小松、吉村、木村、奥山、

伊藤（重）、森田 

  

 

付 託 委 員 会 件  数 
審    査    結    果 

採  択 不採択 継続審査 撤  回 

総     務 １     

厚 生 環 境 ３     

計 ４     



次期一般選挙に向けた定数等に係る検討結果報告書 
 

令 和 ７ 年 １ 2 月 

山形県議会定数等検討委員会 

■基本的原則 

 １．議員一人当たりの人口の格差は、議員の地域代表としての性格も考慮し、判例や

関係法令との整合性を図る。 

 ２．県内人口が減少している中、総定数は増やさない。 

 ３．配当基数が１を下回る場合は、過去の合区の状況も踏まえつつ、合区を検討する。 

■検討結果 

１ 総定数は現行どおり（４３人） 

○ これまでの削減実績に加え、今後も人口減少が見込まれる一方、行政課題が複雑化・

多様化する中、県議会が果たすべき役割や機能の維持の観点から、定数維持が適当 

２ 選挙区は現行どおり（１７選挙区） 

（配当基数が１を下回る選挙区） ※村山市選挙区、尾花沢市・北村山郡選挙区、東村山郡選挙区 

○ 県推計人口（R7.10）による試算でも、配当基数は、強制合区の対象となる 0.5まで 

依然開きがあること等を踏まえると、現時点での合区は時期尚早 

（新庄市選挙区・最上郡選挙区） 

○ ①合区した場合、選挙区面積・選挙区内の市町村数が最大となり、定数減と相まって、

地域の声が県政に届きにくくなること、②最上郡選挙区は小規模自治体が多く、大規模

災害時の支援など、県と町村のつなぎ役として県議会議員が果たす役割が重要なことを

踏まえると、最上地域の選挙区は現行のままが望ましい 

３ 選挙区別定数は現行どおり 

（新庄市選挙区・最上郡選挙区） 

 ○ ①上記２の状況下で１人区となった場合、地域の多様な声が県政に届きにくくなる

として、地域の有権者に不安を与えかねないこと、②県内４地域の均衡ある発展を図って

いく必要があることを踏まえると、地域として一定の議員数を確保することが必要 

（山形市選挙区・天童市選挙区） 

 ○ 両選挙区とも、人口が減少する中で定数を増やすことには慎重を期す必要 

⇒ 以上を踏まえたうえで、県土全体のバランスをとりながら、地域の多様な声を県政に

反映していけるよう、現行の選挙区別定数を維持することが適当 

４ 次期検討委員会への申し送り事項 

①基本的原則の継続 

②選挙区及び選挙区別定数の検討にあたっての留意事項 

○ 今後も都市部と周辺部との間で人口格差が拡大し、周辺部で地域課題がより一層

深刻になることが懸念される中、今回の検討での「人口だけでなく、面積や市町村数、

地域性等も考慮すべき」との考え方は、次期検討でも十分留意すべき 

  一方、人口比例で増員となる選挙区も、他の選挙区の状況も踏まえた丁寧な検討が必要 

③議員総定数に係る検討 

○ 本県人口が 100万人を割り込み、今後も減少が見込まれる中、県民の理解を得ながら、

議会の機能を十分に発揮していけるよう、県議会のあるべき姿と併せ、議員総定数の

あり方を議論していくことが必要 

概 要 



 

 

 

次期一般選挙に向けた定数及び 

選挙区等に係る検討結果報告書 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月８日 

 

山形県議会定数等検討委員会 

 
 



Ⅰ 審査経過                          

 

 山形県議会定数等検討委員会は、次期一般選挙（令和９年４月）に

係る山形県議会議員の定数及び選挙区等について調査検討を行うた

めの特別委員会として、令和５年 12 月 15 日、委員９名をもって設

置され、以来、19 回にわたり委員会を開催し慎重に審査を行ってき

た。 

 審査に当たっては、まず、都道府県議会議員の定数及び選挙区等に

関する法制度、令和２年国勢調査の概要等について執行部の出席を

求め説明を聴取するとともに、これまでの本県議会における議員定

数や選挙区等に関する検討経過を整理し、定数等の検討における基

本的原則を確認した。 

 その上で、他都道府県議会の状況や令和２年国勢調査後の県内人

口の動向を踏まえ、さらには、山形県市長会及び山形県町村会の役員

等を参考人として招へいし、意見聴取を行うなどしながら、総定数、

選挙区及び選挙区別定数について調査検討を重ね、委員会の意見を

取りまとめた。 
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Ⅱ 基本的原則                           

 

 これまでの本県議会における定数等検討委員会の検討経過を踏ま

え、次の基本的原則を確認した上で、次期一般選挙に向けた議員定数

及び選挙区等について検討を行った。 

 

１ 議員一人当たりの人口の格差は、議員の地域代表としての性格

も考慮し、判例や関係法令との整合性を図る。 

 

２ 県内人口が減少している中、総定数は増やさない。 

 

３ 配当基数※１が１を下回る場合は、過去の合区の状況も踏まえつ

つ、合区を検討する。 

 

 

 

 

 

 

※１ 配当基数 

    各選挙区の定数の基礎となる数で、次の式により算出される。 

    各選挙区内人口 ÷ 議員一人当たりの人口（県内人口÷議員総定数） 

上記１の「議員一人当たりの人口の格差」は、前回、令和５年４月の一般

選挙に係る定数等検討委員会では「２倍以内」とされていたが、本委員会では、

以下の考えの下、記載のとおり整理した。 

・ 県議会議員は県民の多様な意見を県政に反映させる負託を負う。 

・ この場合、地域間の人口格差が拡大する中、人口減少が進む地域の声を

議会に届けていくためにも、「２倍以内」とすべきではない。 

・ 判例や公職選挙法等に配慮しつつ、柔軟に対応していくべきである。 
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Ⅲ 結 論                           

 

 次期一般選挙における議員総定数、選挙区及び選挙区別定数につ

いては、以下のとおりとすることが適当である。 

 

１ 議員総定数 

現行どおりの 43 人とする。 

 

２ 選挙区 

現行どおりの 17 選挙区とする。 

 

３ 選挙区別定数 

公職選挙法第 15 条第８項※２ただし書の規定を適用した上で、現

行どおりの選挙区別定数とする。 

 

 
※２ 公職選挙法第 15条第８項 

各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口

に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があると

きは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることが

できる。 
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Ⅳ 理 由                           

 

（調査検討に当たっての留意事項） 

 以下、次期一般選挙における議員総定数、選挙区及び選挙区別定数

の在り方に関する調査検討の状況を示すが、検討において重要な要

素となる「人口」に関しては、次の点に留意する必要がある。 

・ 地方自治法及び公職選挙法における「人口」とは、「官報で公示

された最近の国勢調査の結果による人口」とされていること 

・ このため、今年、令和７年国勢調査が行われたことを踏まえると、

令和９年４月に行われる次期一般選挙については、基本的に同調

査の結果を踏まえた対応が求められること 

・ 一方で、令和７年国勢調査の結果の公示の時期は、次期一般選挙

の半年前となる令和８年９月に予定されており、仮に当該結果を

もって総定数や選挙区、選挙区別定数を見直すこととなった場合、

県民への周知期間が不十分となることが懸念されること 

 

以上を踏まえ、本委員会では、調査検討時点で直近となる令和２

年国勢調査の結果と併せ、令和７年国勢調査の結果も念頭に、県が

公表する推計人口（「山形県の人口と世帯数（推計）」）も用いること

で、調査検討に万全を期すこととした。 
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１ 議員総定数 

（１）現 状 

○ 平成 31 年４月の一般選挙において総定数を１人減らして 43

人として以降、２回の一般選挙（平成 31年４月、令和５年４月）

が行われている。《参考１》 

 

○ 議員総定数については、以前は、旧地方自治法により人口比例

で定められ、平成 11年の法改正では上限を定めるものとされた

が、平成 23年にこの上限規定は廃止されている。《参考２》 

しかしながら、当該上限規定は、現時点においても一つの指標

であり、本県を含め、他県においても参考としている。 

 

○ 令和２年国勢調査における本県人口 1,068,027 人に対する旧

地方自治法の議員総定数の上限は 46人である。 

現在の総定数 43 人の本県の削減率は▲6.5％と、東北各県の

削減率の▲9.1～1.8％と比較しても遜色のないものとなっている。 

《参考３、４》 

 

○ 令和７年 10月１日現在の推計人口 994,537人に対する旧地方

自治法の議員総定数の上限は 45 人であり、現在の総定数 43 人

は依然として当該上限を下回っている。 

 

○ 「平成の大合併」の際に、全国的に定数の見直しが行われ、以

降、定数の見直しを行っている都道府県は少数となっている。  
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○ 人口減少が急激に進む中、本県は、平成 11 年以降、３回にわ

たり見直しを行うなど総定数削減の努力を行ってきた。 

この間、東北の他県においては、１～２回の見直しとなってい

る県が多く、本県よりも中期的な期間で検討が行われている状

況となっている。《参考５》 

 

（２）検 討 

○ 山形県議会基本条例第 10 条において、議員定数等は、県民の

意思を県政に十分反映することができるように定めるものとし

ている。《参考６》 

令和２年国勢調査以降も本県人口は減少が続いているが、行

政課題が複雑化・多様化する中、議員総定数は、人口の減少と県

議会が果たすべき役割や機能の維持の両面から検討する必要が

ある。 

 

○ この場合、「（１）現状」に記載のとおり、本県の議員総定数は、 

・ これまで、行政改革推進の観点や人口の減少、他都道府県議

会との比較等を背景に段階的に削減してきており、 

・ なおかつ、現在の総定数 43 人は、旧地方自治法の上限を下

回る 

  といった状況にある。 

6



○ また、議員総定数の削減は、本県が抱える様々な課題に対し、 

・ 地域の多様な声が議会に届きづらくなり、議会として団体意

思の決定や政策の立案・提言を行うに当たり、地域の実情が反

映されにくくなりかねないこと 

・ 委員数の減少に伴い、現在、常任委員会等において行われる、

専門的かつ多様な観点からの議論に影響が生じかねないこと 

にも留意する必要がある。 

 

○ 以上のことを総合的に勘案すると、現状では、議員総定数につ

いては現行のままとするのが適当と考える。 

 

（３）結 論 

○ 現行どおりの 43人とする。 

 

 

《参考１》 本県議会議員定数の推移 

選挙年 平成 11年４月 平成 15年４月 平成 19年４月 平成 23年４月 平成 27年４月 平成 31年４月 令和５年４月 

議員定数 

(人) 
49 46 44 44 44 43 43 

基準 

国勢調査 
平成 7年 10月 平成 12年 10月 平成 17年 10月 平成 17年 10月 平成 22年 10月 平成 27年 10月 令和２年 10月 

県内人口 

(人) 
1,256,958 1,244,147 1,216,181 1,216,181 1,168,924 1,123,891 1,068,027 

前回比 

(人) 
▲1,432 ▲12,811 ▲27,966 － ▲47,257 ▲45,033 ▲55,864 

議員一人当たり 

の人口(人) 
25,652 27,047 27,640 27,640 26,566 26,137 24,838 
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《参考２》 平成 11 年地方自治法改正後の上限規定（Ｈ15.1～Ｈ23.7 適用） 

第 90 条第２項 都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府

県の区分に応じ、当該各号に定める数（都にあつては、特別区の存する区

域の人口を 100万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数（そ

の数が 130 人を超える場合にあつては、130 人））を超えない範囲内で定

めなければならない。 

１ 人口 75万未満の都道府県 40人 

２ 人口 75 万以上 100 万未満の都道府県 人口 70 万を超える数が５万

を増すごとに１人を 40人に加えた数 

３ 人口 100万以上の都道府県 人口 93 万を超える数が７万を増すごと

に１人を 45 人に加えた数（その数が 120 人を超える場合にあつては、

120人） 

 

 

《参考３》 本県人口と本県議会議員定数の推移及び旧地方自治法の 

上限との比較 

 

 

49 

46 

44 

43 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

128 121 114 107 100

定数

（人）

人口

（万人）

旧地方自治法の上限

106 99

48

47

46

45
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《参考４》 東北各県議会との比較 

 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 山形県 

令和２年 
国調人口(人) 

1,237,984 1,210,534 2,301,996 959,502 1,833,152 1,068,027 

旧自治法上限 
 数(人)  a 

49 49 64 45 57 46 

現行議員 
定数(人) b 

48 48 59 41 58 43 

削減数 
〔b－a〕 c 

▲１ ▲１ ▲５ ▲４ １ ▲３ 

削減率(％) 
〔c／a〕 

▲2.0 ▲2.0 ▲7.8 ▲9.1 1.8 ▲6.5 

順 位 ４ 位 ４ 位 ２ 位 １ 位 ６ 位 ３位 

 

 

《参考５》 平成 11年以降の東北各県の見直し状況 

県 名 
H11 

一般選挙 
H15 

一般選挙 
H19 

一般選挙 
H23 

一般選挙 
H27 

一般選挙 
H31 

一般選挙 
R5 

一般選挙 
見直し 
回 数 

青 森 県 51  51  48  48  48  48  48  １  

岩 手 県 51  51  48  48  48  48  48  １  

宮 城 県 63  63  61  59  59  59  59  ２  

秋 田 県 48  48  45  45  43  43  41  ３  

山 形 県 49  46  44  44  44  43  43  ３  

福 島 県 60  58  58  58  58  58  58  １  

※下線は議員総定数が減少した箇所 

 

《参考６》 山形県議会基本条例第 10条 

議会は、議員の定数、選挙区等について、県民の意思を県政に十分反映する

ことができるように定め、適宜、必要な見直しを行うものとする。 
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２ 選挙区 

（１）現 状 

〇 平成 31年４月の一般選挙において西村山郡及び西置賜郡に係

る飛地選挙区を解消して以降、現行の 17選挙区となり、２回の

一般選挙（平成 31年４月、令和５年４月）が行われている。 

 

○ 「Ⅱ 基本的原則」の３に示す「配当基数が１を下回る」、い

わゆる任意合区の対象となる選挙区は、議員総定数及び選挙区

を現行のままとした場合、令和２年国勢調査の結果及び令和７

年 10月１日現在の推計人口を基にしたいずれの試算においても、

村山市選挙区、尾花沢市・北村山郡選挙区及び東村山郡選挙区の

３選挙区が該当し、その状況は以下のとおりとなる。 

 

   ＜配当基数が１を下回る選挙区の状況＞ 

選挙区 
R2.10人口(国勢調査) R7.10人口(県推計) 

配当基数 端数切上順位 配当基数 端数切上順位 

村山市 0.907 ５位 0.872 ３位 

尾花沢市・北村山郡 0.868 ６位 0.791 ４位 

東村山郡 0.985 １位 0.985 １位 

 端数切上対象は９位まで 端数切上対象は７位まで 

※基数計算等の詳細は、巻末の資料 11－1、11－2を参照  
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○ なお、任意合区については、これまで本県では、公職選挙法第

15 条第２項※３の規定も踏まえつつ、配当基数が強制合区の対象

となる 0.5に近づいている場合等に行ってきている。《参考７》 

 

※３ 公職選挙法第 15条第２項 

選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議

員の定数をもって除して得た数（「議員一人当たりの人口」）の半数以上

になるようにしなければならない。 

 

○ 前回の定数等検討委員会の検討結果報告書（令和４年３月）で

は、人口減少が顕著な最上地域（新庄市選挙区・最上郡選挙区）

の選挙区の在り方について、合区の可能性も含め慎重に議論す

る必要があるとして、本委員会での検討が申し送りされている。 

議員総定数及び選挙区を現行のままとした場合、令和２年国

勢調査の結果及び令和７年 10月１日現在の推計人口を基に試算

を行うと、両選挙区の状況は以下のとおりとなる。 

 

＜最上地域（新庄市選挙区・最上郡選挙区）の状況＞ 

選挙区 

R2.10人口(国勢調査) R7.10人口(県推計) 

配当基数 人口比例定数 
現行定数 

(ただし書適用) 
配当基数 人口比例定数 

新庄市 1.386 １ ２ 1.360 １ 

最上郡 1.469 １ ２ 1.367 １ 

※基数計算等の詳細は、巻末の資料 11－1、11－2を参照  
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（２）検 討 

【配当基数が１を下回る選挙区】 

○ 配当基数が１を下回る３選挙区については、令和７年 10月の

推計人口による試算においても、 

・ 配当基数は、強制合区の対象となる 0.5まで、依然として開

きがあること 

・ 配当基数の端数切上順位も、切上対象となる選挙区の中でも

上位又は中位に位置していること 

を踏まえると、現時点での合区は時期尚早と考える。 

 

○ 一方で、令和７年 10月の推計人口による試算では、令和２年

国勢調査の結果による試算よりも配当基数が低下している状況

であり、引き続き、今後の動向を注視していく必要がある。 

 

【最上地域の選挙区】 

○ 新庄市選挙区・最上郡選挙区は、人口比例で配分した場合、地

域としての定数が現行の４人から２人へと半減するため、両選

挙区を合区することにより３人の定数を確保するといった対応

をとることも考えられるが、 

・ 合区した場合、選挙区の面積と選挙区内の市町村数が全選挙

区の中で最大となること 
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・ このため、定数減と相まって、議員と住民や市町村の関係に

も距離が生じ、地域の声が県政に届きにくくなること 

が懸念されるところである。 

 

○ 併せて、最上郡選挙区は、 

・ 小規模自治体が多く、かつ、県内で最も人口減少や少子高齢

化が進む地域であること 

・ また、そうした状況の下、令和６年７月の豪雨災害に見られ

るように、大規模災害発生時には、県による迅速かつ継続的な

町村支援が欠かせないこと 

にも留意する必要があり、地域が抱える様々な課題への対応に

当たり、県と町村のつなぎ役として、引き続き、地域の実情に精

通した県議会議員が果たす役割が重要になる。 

 

○ 以上を踏まえると、最上地域の選挙区は現行のままが望まし

いと考える。 

 

（３）結 論 

○ 現行どおりの 17選挙区とする。 
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《参考７》 本県における任意合区の例 

選挙年 Ｓ４２．４ Ｓ５４．４ Ｈ１９．４ 

国調年 Ｓ４０．１０ Ｓ５０．１０ Ｈ１７．１０ 

合区対象 

選挙区 

及び定数 

北村山郡(大石田町) 

配当基数：０.５０７ 
１ 

西田川郡（温海町） 

配当基数：０.５７９ 
１ 

飽海郡（遊佐町） 

配当基数：０.６３７ 
１ 

尾花沢市 １ 鶴岡市 ４ 酒田市 ４ 

合区後 

選挙区 

及び定数 

尾花沢市・北村山郡 ２ 鶴岡市・西田川郡 ４ 酒田市・飽海郡 ※ ５ 

 ※選挙年 H19.4における合区については、酒田市が合併（H17.11）したことから、飽海郡が遊佐町

のみとなり、合区せずそのままとした場合、人口格差が２倍を超える状況であった（2.137）。 
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３ 選挙区別定数 

（１）現 状 

○ 令和５年４月の一般選挙では、令和２年国勢調査の結果を基

に人口比例で配分すると、平成 31 年４月の一般選挙時と比べ、

山形市選挙区及び天童市選挙区の定数がそれぞれ１人増加、新

庄市選挙区及び最上郡選挙区の定数がそれぞれ１人減少となる

ところ、公職選挙法第 15条第８項ただし書の規定を適用し、定

数見直しは行わなかった。 

これにより、現行の選挙区別定数の下で２回の一般選挙（平成

31年４月、令和５年４月）が行われている。 

 

○ 前回の定数等検討委員会の検討結果報告書（令和４年３月）で

は、「２ 選挙区」で述べた最上地域の選挙区の在り方と併せ、

上記の４選挙区の議員定数の在り方について、本委員会で検討

するよう申し送りがなされている。 

議員総定数及び選挙区を現行のままとした場合、令和２年国

勢調査の結果及び令和７年 10月１日現在の推計人口を基に試算

を行うと、上記の４選挙区の状況は次のとおりとなる。 
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＜山形市選挙区・天童市選挙区・新庄市選挙区・最上郡選挙区の状況＞ 

選挙区 

R2.10人口(国勢調査) R7.10人口(県推計) 

人口 
人口比例定数 

現行定数 

(ただし書適用) 

人口 
人口比例定数 

配当基数 配当基数 

山形市 
247,590人 

9.968 
10 ９ 

237,800人 

10.282 
10 

天童市 
62,140人 

2.502 
３ ２ 

59,917人 

2.591 
３ 

新庄市 
34,432人 

1.386 
１ ２ 

31,450人 

1.360 
１ 

最上郡 
36,490人 

1.469 
１ ２ 

31,608人 

1.367 
１ 

※基数計算等の詳細は、巻末の資料 11－1、11－2を参照  

 

（２）検 討 

【最上地域の選挙区】 

○ 両試算のいずれにおいても、新庄市選挙区・最上郡選挙区の両

選挙区とも、定数が現行の２人から１人へと半減することになるが、 

・ 最上地域は、「２ 選挙区」で示したような地域特性（面積、

市町村数、諸課題等）があること 

・ そうした中で定数を削減し、１人区となった場合、地域の多

様な声が県政に届きにくくなるとして、地域の有権者に不安

を与えかねないこと 

に留意する必要がある。 
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○ また、本県は、歴史的にも、村山・最上・置賜・庄内という４

つの地域が県民生活や経済活動の基本的なエリアとなってきた

ことを踏まえ、 

・ 引き続き、これら地域間の均衡ある発展を図っていく必要が

あること 

も考慮すると、最上地域において一定の議員数を確保していく

ことが必要と考えられる。 

 

【増員選挙区】 

○ 山形市選挙区及び天童市選挙区については、令和７年 10月１

日現在の推計人口による試算では、 

・ 両選挙区とも、令和２年国勢調査の結果による試算よりも配

当基数が大きくなっていること 

・ その中でも、山形市選挙区は 10を超えていること 

が確認できる。 

 

○ 一方で、両選挙区の人口の動きを見ると、 

・ 山形市選挙区は約１万人の減少、天童市選挙区は約２千人の

減少 

となっている。 
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○ このため、山形市選挙区の配当基数が 10を超えることは重く

受け止めつつも、両選挙区とも、人口が減少する中で定数を増や

すことには慎重を期す必要がある。 

 

【地域間の均衡】 

○ 以上のような最上地域の選挙区及び増員選挙区の状況を踏ま

えた上で、 

・ 均衡ある県勢の発展のため、引き続き、県土全体のバランス

をとりながら、地域の多様な声を県政に反映していけるよう 

現行の選挙区別定数を維持することが適当と考える。 

 

○ なお、現行の選挙区別定数を維持するとした場合、令和７年 10

月１日現在の推計人口による試算においても、議員一人当たり

の人口の格差は 1.905倍（天童市選挙区 29,959人／新庄市選挙

区 15,725人）であり、「Ⅱ 基本的原則」の１に示す「判例や関

係法令との整合性」は図られていると言える。 

 

（３）結 論 

〇 山形市選挙区、天童市選挙区、新庄市選挙区及び最上郡選挙区

に公職選挙法第 15条第８項ただし書の規定を適用した上で、現

行どおりの選挙区別定数とする。 
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Ⅴ 次期定数等検討委員会への申し送り事項            

 

 次々回（令和 13年４月）の一般選挙に向けた定数等の検討に当た

っては、下記の事項について留意することを望む。 

 

１ 基本的原則の継続 

○ 本委員会が確認した基本的原則（下記の①②③）は、これまで

の本県議会における定数や選挙区等の検討経過、さらには、県全

体として人口減少が進行するとともに、都市部と周辺部との間

で人口格差が拡大する状況等を踏まえて整理したものであり、

次期検討においてもこれらの原則を継続することを望む。 

① 議員一人当たりの人口の格差は、議員の地域代表としての

性格も考慮し、判例や関係法令との整合性を図る。 

② 県内人口が減少している中、総定数は増やさない。 

③ 配当基数が１を下回る場合は、過去の合区の状況も踏まえ

つつ、合区を検討する。 

 

２ 選挙区及び選挙区別定数の検討に当たっての留意事項 

○ 本委員会は、選挙区及び選挙区別定数について、均衡ある県勢

の発展のためには、人口だけでなく、面積や市町村数、地域性等
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も考慮すべきであるといった考えの下で検討を行い、今般の結

論に至ったものである。 

 

○ 今後も、都市部と周辺部との間で人口格差が拡大し、特に周辺

部においては、人口減少や少子高齢化に伴い、地域課題がより一

層深刻になっていくことが懸念される中、上記の考え方は、次期

検討においても十分留意すべきものと考える。 

 

○ 一方で、人口比例で配分した場合に増員となる選挙区につい

ても、当該選挙区の有権者が納得できる対応が求められること

から、その取扱いについては、他の選挙区の状況も踏まえつつ、

丁寧に検討していく必要がある。 

 

３ 議員総定数に係る検討 

○ 本委員会は、議員総定数について、本県議会におけるこれまで

の削減の状況や東北各県議会の状況、行政課題が複雑化・多様化

する中で県議会が果たすべき役割等を踏まえて検討を行い、「現

行どおり」とする結論に至ったものである。 

 

○ 現行の議員総定数となってから、令和９年４月の次期一般選

挙で３回目の選挙を迎えることになるが、この間、本県の人口は
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減少が続き、今年５月には 100万人を割り込み、今後も更に減少

していくことが見込まれる。 

 

○ このため、本県議会が、引き続き県民の理解を得ながら、その

機能を十分に発揮していけるよう、次期検討においても、県議会

のあるべき姿と併せ、議員総定数の在り方についてもしっかり

議論していくことが必要と考える。 
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定数等検討委員会の審査経過 

回数 開催年月日 主な検討事項 

１ 令和５年 12月 15日 ・正副委員長の互選 

２ 令和６年３月８日 
・委員会の運営について 
・都道府県議会議員定数に関する法令等について 
・前回の定数等検討委員会の検討結果及び考え方等について 

３ 令和６年４月 23 日 
・県議会議員選挙に係る地方自治法及び公職選挙法における規 
定について 

・令和２年度国勢調査について 

４ 令和６年６月 21 日 ・前回の定数等検討委員会における基本的原則について 

５ 令和６年８月 21 日 ・都道府県議会の概況について 

 
令和６年８月 28日 

～８月 29日 
・県外現地調査（福井県議会・石川県議会） 
 （「議員定数」及び「一票の格差」の考え方について） 

６ 令和６年 10 月２日 ・今後の議論のベースとなる考え方について 

７ 令和６年 10 月８日 ・副委員長の互選 

８ 令和６年 12月 11日 
・今後の議論のベースとなる考え方について 
・議員総定数の在り方について 

９ 令和７年２月３日 
・議員総定数の在り方について 
・次期一般選挙における選挙区について 

10 令和７年３月５日 ・次期一般選挙における選挙区について 

11 令和７年３月 18 日 ・副委員長の辞任 

12 令和７年３月 19 日 ・正副委員長の互選 

13 令和７年４月 23 日 
・次期一般選挙における選挙区別定数について 
・定数等検討に係る第三者からの意見聴取について 

14 令和７年６月 23日 ・参考人からの意見聴取（山形県市長会） 

15 令和７年８月 22日 ・参考人からの意見聴取（山形県町村会） 

16 令和７年９月 19日 
・次期一般選挙における選挙区について 
・次期一般選挙における選挙区別定数について 
・次期定数等検討委員会への申し送り事項について 

17 令和７年９月 30日 
・次期一般選挙における選挙区について 
・次期一般選挙における選挙区別定数について 
・次期定数等検討委員会への申し送り事項について 

18 令和７年 11月４日 
・次期一般選挙に向けた定数及び選挙区等についての検討結果 
報告書（素案）について 

・今後のスケジュールについて 

19 令和７年 12月２日 
・次期一般選挙に向けた定数及び選挙区等についての検討結果 
報告書について 
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山形県議会定数等検討委員会 委員名簿 

 

 R5.12.15～ R6.3.19～ R6.10.8～ R7.3.19～ 

委 員 長 田 澤 伸 一 

（自由民主党） 

田 澤 伸 一 

（自由民主党） 

田 澤 伸 一 

（自由民主党） 

舩 山 現 人 

（自由民主党） 

副委員長 石 黒   覚 

（県政クラブ） 

石 黒   覚 

（県政クラブ） 

青 木 彰 榮 

（県政クラブ） 

阿 部 ひとみ 

（県政クラブ） 

委  員 梅 津 庸 成 

（県政クラブ） 

梅 津 庸 成 

（県政クラブ） 

阿 部 ひとみ 

（県政クラブ） 

梅 津 庸 成 

（県政クラブ） 

委  員 青 木 彰 榮 

（県政クラブ） 

青 木 彰 榮 

（県政クラブ） 

梅 津 庸 成 

（県政クラブ） 

青 木 彰 榮 

（県政クラブ） 

委  員 渋 間 佳寿美 

（自由民主党） 

渋 間 佳寿美 

（自由民主党） 

渋 間 佳寿美 

（自由民主党） 

梶 原 宗 明 

（自由民主党） 

委  員 矢 吹 栄 修 

（自由民主党） 

加 賀 正 和 

（自由民主党） 

加 賀 正 和 

（自由民主党） 

渋 間 佳寿美 

（自由民主党） 

委  員 加 賀 正 和 

（自由民主党） 

森 谷 仙一郎 

（自由民主党） 

森 谷 仙一郎 

（自由民主党） 

加 賀 正 和 

（自由民主党） 

委  員 伊 藤 重 成 

（自由民主党） 

伊 藤 重 成 

（自由民主党） 

伊 藤 重 成 

（自由民主党） 

森 谷 仙一郎 

（自由民主党） 

委  員 舩 山 現 人 

（自由民主党） 

舩 山 現 人 

（自由民主党） 

舩 山 現 人 

（自由民主党） 

伊 藤 重 成 

（自由民主党） 

   ※正副委員長以外は議席番号順 
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資 料

令和７年 1 2月 1 5日

山 形 県 警 察 本 部

警察職員に対する懲戒処分について

１ 被処分者

警察署 巡査部長 60歳代 男性

２ 処分月日及び処分内容

令和７年12月12日 免職

３ 処分の理由

被処分者は、駐在所で警察官と同居して警察事務の処理に協力する

家族に支給される家族協力報償金について、令和６年10月分から令和

７年５月分までの計56万8,000円を不正に受給し、令和７年６月頃、

駐在所の防犯カメラ用のハードディスクドライブ１台及びパトカーの

ドライブレコーダー用のマイクロＳＤカード１枚を投棄したもの。

４ 再発防止対策

本事案の発生を踏まえ、本部長通達を発出するなどし、幹部職員等

による駐在所の業務管理、巡視活動及び身上指導監督の強化を指示す

るとともに、駐在所における家族協力について、職員の家族を含めた

指導を徹底する。

今後、職員に対する一層の業務管理、職務倫理の指導、監察等をき

め細かに行い、警察職員に求められる高い倫理観と規範意識を醸成し

て再発防止を図る。


